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指定医療機関医療担当規程の一部改正について（通知）

今般、指定医療機関医療担当規程（昭和25年厚生省告示第222号）の一部を別添の

とおり改正し、平成30年10月１日から適用することとしたので、下記の取扱いに留

意していただき、了知の上、管内指定医療機関等関係機関に対し、周知徹底を図ら

れたい。

記

１ 第６条の改正は後発医薬品の原則化に伴うものであるが、具体的な取扱いにつ

いては、別添通知を参照すること。

２ 第７条第２項の新設により、患者から求めがない場合でも明細書の無償交付に

係る義務を設けたところである。具体的な取扱いについては、別添「医療費の内

容の分かる領収書及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について」

（平成30年３月５日保発0305第２号厚生労働省保険局長通知）（以下「保険局長通

知」という。）の３から12の内容を参照すること。

ただし、(１)領収証の発行は生活保護の被保護者に対しては義務とされていな

いこと、(２)他の公費負担医療制度により保険局長通知別紙様式７、別紙様式８

及び別紙様式９を参考として院内掲示等をしている場合は、改めて掲示し直す必

要はないこと、(３)「正当な理由」があることにより、患者から明細書の発行を

求められなければ明細書を交付しなくてもよいこととされている診療所は、保険

局長通知に基づき地方厚生（支）局長に既に届出を行っているので、今回改めて

届出を行う必要はないことに留意すること。



○
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
四
十
四
号

生
活
困
窮
者
等
の
自
立
を
促
進
す
る
た
め
の
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年

法
律
第
四
十
四
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
医
療
機
関
医
療
担
当
規
程
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
告
示
第
二
百
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三
十
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
指
定
医
療
機
関
で
あ
る
診
療
所
に
お
い

て
、
明
細
書
を
常
に
交
付
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る

改
正
後
の
指
定
医
療
機
関
医
療
担
当
規
程
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
患
者
か
ら
求
め
ら
れ

た
と
き
に
明
細
書
を
交
付
す
る
こ
と
で
足
り
る
も
の
と
し
、
明
細
書
の
交
付
を
無
償
で
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と

に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
明
細
書
の
交
付
を
有
償
で
行
う

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

平
成
三
十
年
九
月
二
十
八
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
後
発
医
薬
品
）

（
後
発
医
薬
品
）

第
六
条

指
定
医
療
機
関
の
医
師
又
は
歯
科
医
師
（
以
下
「
医
師
等
」
と
い
う

第
六
条

指
定
医
療
機
関
の
医
師
又
は
歯
科
医
師
（
指
定
医
療
機
関
で
あ
る
医

。
）
は
、
投
薬
又
は
注
射
を
行
う
に
当
た
り
、
後
発
医
薬
品
（
法
第
三
十
四

師
又
は
歯
科
医
師
を
含
む
。
）
は
、
投
薬
又
は
注
射
を
行
う
に
当
た
り
、
後

条
第
三
項
に
規
定
す
る
後
発
医
薬
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
使
用
を
考

発
医
薬
品
（
法
第
三
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
後
発
医
薬
品
を
い
う
。
以

慮
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
投
薬
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
医
学
的
知

下
同
じ
。
）
の
使
用
を
考
慮
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
投
薬
を
行
う
に

見
に
基
づ
き
後
発
医
薬
品
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
た
場
合
に
は

当
た
つ
て
は
、
医
学
的
知
見
に
基
づ
き
後
発
医
薬
品
を
使
用
す
る
こ
と
が
で

、
原
則
と
し
て
、
後
発
医
薬
品
に
よ
り
投
薬
を
行
う
も
の
と
す
る
。

き
る
と
認
め
た
場
合
に
は
、
可
能
な
限
り
患
者
に
そ
の
使
用
を
促
す
よ
う
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

指
定
医
療
機
関
で
あ
る
薬
局
の
薬
剤
師
は
、
処
方
せ
ん
に
記
載
さ
れ
た
医

３

指
定
医
療
機
関
で
あ
る
薬
局
の
薬
剤
師
は
、
処
方
せ
ん
に
記
載
さ
れ
た
医

薬
品
に
係
る
後
発
医
薬
品
が
保
険
薬
局
及
び
保
険
薬
剤
師
療
養
担
当
規
則
（

薬
品
に
係
る
後
発
医
薬
品
が
保
険
薬
局
及
び
保
険
薬
剤
師
療
養
担
当
規
則
（

昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
六
号
）
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大

昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
六
号
）
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大

臣
の
定
め
る
医
薬
品
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
処
方
せ
ん
を
発
行
し
た

臣
の
定
め
る
医
薬
品
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
処
方
せ
ん
を
発
行
し
た

医
師
等
が
後
発
医
薬
品
へ
の
変
更
を
認
め
て
い
る
と
き
は
、
患
者
に
対
し
て

医
師
が
後
発
医
薬
品
へ
の
変
更
を
認
め
て
い
る
と
き
は
、
患
者
に
対
し
て
、

、
後
発
医
薬
品
に
関
す
る
説
明
を
適
切
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

後
発
医
薬
品
に
関
す
る
説
明
を
適
切
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場

場
合
に
お
い
て
、
指
定
医
療
機
関
で
あ
る
薬
局
の
薬
剤
師
は
、
原
則
と
し
て

合
に
お
い
て
、
指
定
医
療
機
関
で
あ
る
薬
局
の
薬
剤
師
は
、
後
発
医
薬
品
を

、
後
発
医
薬
品
を
調
剤
す
る
も
の
と
す
る
。

調
剤
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
証
明
書
等
の
交
付
）

（
証
明
書
等
の
交
付
）

第
七
条

指
定
医
療
機
関
は
、
そ
の
診
療
中
の
患
者
及
び
保
護
の
実
施
機
関
か

第
七
条

指
定
医
療
機
関
は
、
そ
の
診
療
中
の
患
者
及
び
保
護
の
実
施
機
関
か

ら
法
に
よ
る
保
護
に
つ
き
、
必
要
な
証
明
書
又
は
意
見
書
等
の
交
付
を
求
め

ら
法
に
よ
る
保
護
に
つ
き
、
必
要
な
証
明
書
又
は
意
見
書
等
の
交
付
を
求
め

ら
れ
た
と
き
は
、
無
償
で
こ
れ
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
れ
た
と
き
は
、
無
償
で
こ
れ
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

指
定
医
療
機
関
は
、
患
者
の
医
療
を
担
当
し
た
場
合
に
お
い
て
、
正
当
な

（
新
設
）

理
由
が
な
い
限
り
、
当
該
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
係
る
計
算
の
基
礎

と
な
つ
た
項
目
ご
と
に
記
載
し
た
明
細
書
を
無
償
で
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。



（
準
用
）

（
準
用
）

第
十
三
条

第
一
条
か
ら
第
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
医
療
保
護
施
設
が
患
者
の

第
十
三
条

第
一
条
か
ら
第
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
医
療
保
護
施
設
が
患
者
の

診
療
を
担
当
す
る
場
合
に
、
第
一
条
か
ら
第
五
条
ま
で
、
第
七
条
第
一
項
及

診
療
を
担
当
す
る
場
合
に
、
第
一
条
か
ら
第
五
条
ま
で
及
び
第
七
条
か
ら
第

び
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
助
産
機
関
又
は
指
定
施
術
機

十
条
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
助
産
機
関
又
は
指
定
施
術
機
関
が
被
保
護
者
の

関
が
被
保
護
者
の
助
産
又
は
施
術
を
担
当
す
る
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す

助
産
又
は
施
術
を
担
当
す
る
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

る
。
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